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京都市消防局火薬類取締法違反処理基準加除整理一覧表 
（京都市消防局火薬類取締法違反処理基準平成２９年３月３１日作成） 

回 内容現在 加除整理 備考 

第１回 平成  年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 年  月  日 年  月  日  

 



1 許可を受けずに火薬類の製造の業を営んだ場合 法第３条

2 許可を受けずに火薬類の製造をした場合 法第４条

3 許可を受けずに火薬類の販売営業をした場合 法第５条

4 製造業者又は販売業者が欠格事由に該当するに至ったとき 法第６条第２号，第３号，第４号

5 正当な理由なく火薬類の製造業又は販売業を１年以内に開始せず，又は１年
以上引き続き休止している場合

法第８条

6 製造施設又は製造方法が技術上の基準に適合していないと認める場合 法第９条第１項，第２項

7 許可を受けずに製造施設の位置，構造若しくは設備の変更工事をし，又はそ
の製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更した場合

法第１０条第１項

8 製造施設の軽微な変更の工事の届出をせず，又は虚偽の届出をした場合 法第１０条第２項

9 火薬類の貯蔵を火薬庫において行っていない場合 法第１１条第１項

10 火薬類の貯蔵が技術上の基準に適合していないと認める場合 法第１１条第２項

11 許可を受けずに火薬庫を設置し，移転し，又はその構造若しくは設備を変更
した場合

法第１２条第１項

12 火薬庫の軽微な変更の工事の届出をせず，又は虚偽の届出をした場合 法第１２条第２項

13 火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した旨の届出をせず，又は虚偽
の届出をした場合

法第１２条の２第２項

14 製造業者又は販売業者が自己の用に供する火薬庫を所有せず，又は占有して
いない場合

法第１３条本文

15 火薬庫が技術上の基準に適合していないと認める場合 法第１４条第１項

16 製造施設又は火薬庫の許可又は変更許可を受けた者が，完成検査を受けずに
当該施設又は火薬庫を使用している場合

法第１５条第１項，第２項

17 製造業者又は販売業者が，その営業の全部又は一部を廃止し,又は火薬庫の
用途を廃止した届出をせず，又は虚偽の届出をした場合

法第１６条第１項，第２項

18 許可を受けずに火薬類を譲り渡し，又は譲り受けた場合 法第１７条第１項

19 許可に係る火薬類の譲渡又は譲受が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれ
が生じたと認める場合

法第１７条第３項

20 譲受人が法第１７条第１項各号の一に該当することの確認又は譲受許可証の
呈示を受けずに火薬類を製造業者又は販売業者が譲渡した場合

法第１７条第５項

21 事業者が火薬類の行商又は露店その他屋外で火薬類を販売した場合 法第１８条

22 荷送人が公安委員会に届出を行わずに火薬類を運搬した場合 法第１９条第１項

23 法第２１条各号の規定以外に火薬類を所持している場合 法第２１条

24 火薬類の残量があるときに，遅滞なくその火薬類を譲り渡し，又は廃棄しな
かった場合

法第２２条

25 １８歳未満の者が火薬類の取扱いをした場合 法第２３条第１項

26 事業者が１８歳未満の者又は心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受け
る者に火薬類の取扱いをさせた場合

法第２３条第２項

27 許可を受けずに火薬類を爆発させ，又は燃焼させた場合 法第２５条第１項本文

28 許可に係る火薬類の爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれ
が生じたと認める場合

法第２５条第３項

29 火薬類の爆発又は燃焼が技術上の基準に適合していないと認める場合 法第２６条

30 許可を受けずに火薬類を廃棄した場合 法第２７条第１項

31 火薬類の廃棄が技術上の基準に適合していないと認める場合 法第２７条の２

32 危害予防規程の認可を受けないで火薬類の製造をした場合 法第２８条第１項

33 製造施設の軽微変更工事に伴い必要となった危害予防規程変更の届出をせ
ず，又は虚偽の届出をした場合

法第２８条第２項

目次



34 災害の発生の防止のため，危害予防規程の変更が必要であると認める場合 法第２８条第４項

35 保安教育計画の認可を受けずに火薬類の製造，販売又は消費をした場合 法第２９条第１項，第５項

36 製造業者又は販売業者が認可を受けた保安教育計画を忠実に実行していない
と認める場合

法第２９条第３項

37
製造業者，火薬庫の所有者若しくは占有者又は火薬類を消費する者が,製造
保安責任者等を選任せず，又は製造保安責任者等にその職務を行わせていな
いと認める場合

法第３０条第１項，第２項

38
製造業者，火薬庫の所有者若しくは占有者又は火薬類を消費する者が，製造
保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保
安責任者の選解任の届出をせず，又は虚偽の届出をした場合

法第３０条第３項

39

製造業者，火薬庫の所有者若しくは占有者又は火薬類を消費する者が，製造
保安責任者若しくは取扱保安責任者の代理者の選任をせず，又は製造保安責
任者若しくは取扱保安責任者がその職務を行うことができない場合に代行さ
せないとき

法第３３条第１項

40
製造業者，火薬庫の所有者若しくは占有者又は火薬類を消費する者が，製造
保安責任者若しくは取扱保安責任者の代理者の届出をせず，又は虚偽の届出
をした場合

法第３３条第２項

41
製造保安責任者若しくはその代理者，製造副保安責任者又は取扱保安責任者
若しくはその代理者又は取扱副保安責任者が,法令の規定に違反した場合又
は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認める場合

法第３４条第１項，第２項

42 法第３５条に規定する保安検査を拒み，妨げ若しくは忌避し，又は質問に対
して陳述をせず，若しくは虚偽の陳述をした場合

法第３５条第１項

43 定期に保安のための自主検査を行わずに火薬庫等を使用している場合 法第３５条の２第１項

44 定期自主検査の計画についての届出をせず，又は虚偽の届出をした場合 法第３５条の２第２項

45 定期自主検査を終了した旨の報告をせず，又は虚偽の報告をした場合 法第３５条の２第３項

46 製造後一定期間を経過した火薬類に対し，安定度試験を実施しなかった場合 法第３６条第１項

47 安定度試験の実施結果の報告をせず，又は虚偽の報告をした場合 法第３６条第１項

48 災害の防止のため必要があると認める場合であって，安定度試験を実施しな
いとき

法第３６条第２項

49 安定度試験の結果，技術上の基準に適合しない火薬類を廃棄しない場合 法第３７条

50 火薬類を他の物と混包し，又は偽装し，これを所持し，運搬し，若しくは託
送したと認める場合

法第３８条

51 製造所又は火薬庫において指定された場所以外で喫煙し，又は火気を取り
扱った場合

法第４０条第１項

52 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の承諾を得ないで，発火し易い
物を携帯して火薬類の製造所又は火薬庫に立ち入った場合

法第４０条第２項

53
製造業者，販売業者，火薬庫の所有者又は占有者及び経済産業省令で定める
数量以上の火薬類を消費する者が，火薬類の製造，販売，出納又は消費につ
いて帳簿に記載せず，又はその帳簿を保存していない場合

法第４１条第１項，第２項

54 火薬類による災害を防止し，公共の安全の維持をはかるため必要があると認
める場合の報告の徴収に対し，報告をせず，又は虚偽の報告をした場合

法第４２条

55 法第４３条第１項に定める検査若しくは収去を拒み，妨げ，若しくは忌避
し，関係者への質問に対し陳述をせず，又は虚偽の答弁をした場合

法第４３条第１項

56 災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めると
き

法第４５条第１号，第２号

57 災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めると
き

法第４５条第３号，第４号

58 火薬類による災害が発生した場合の報告の徴収に対し，報告をせず，又は虚
偽の報告をした場合

法第４６条第２項

59 火薬類による爆発その他の災害が発生したときに，その現状を変更した場合 法第４７条

60 許可の条件に違反したと認める場合 法第４８条第１項

※凡例
　「法」とは，火薬類取締法をいう。
　「法令」とは，火薬類取締法又はこれに基づく命令の規定をいう。



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

1 

許可を受けずに火

薬類の製造の業を

営んだ場合（法第

３条） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第１

号，第６２

条） 

      

2 

許可を受けずに火

薬類の製造をした

場合（法第４条） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第２

号，第６２

条） 

      

3 

許可を受けずに火

薬類の販売営業を

した場合（法第５

条） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第３

号，第６２

条） 

      

4 

製造業者又は販売

業者が欠格事由に

該当するに至った

とき（法第６条第

２号，第３号，第４

号） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ７

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ７

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第６２

条） 

  

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

5 

正当な理由なく火

薬類の製造業又は

販売業を１年以内

に開始せず，又は

１年以上引き続き

休止している場合

（法第８条） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で許可

の取消しに

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

許可の取消

し（法第８

条） 

      

6 

製造施設又は製造

方法が技術上の基

準に適合していな

いと認める場合 

（法第９条第１

項，第２項） 

災害を発生

させ，又は

公共の安全

を害したと

きに必要な

措置が講じ

られない場

合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 １

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 １

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第６０

条第１号，

第６２条） 

  

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で基準

適合命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

基準適合命

令（法第９

条第３項） 

基準適合命

令違反で事

業停止命令

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ６

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ６

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第６０

条第１号，

第６２条） 

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

7 

許可を受けずに製

造施設の位置，構

造若しくは設備の

変更工事をし，又

はその製造する火

薬類の種類若しく

はその製造方法を

変更した場合（法

第１０条第１項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ３

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ３

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第５９

条第１号，

第６２条） 

  

8 

製造施設の軽微な

変更の工事の届出

をせず，又は虚偽

の届出をした場合

（法第１０条第２

項） 

是正指導に

よっても届

出しない場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第４

号，第６２

条） 

      

虚偽の届出

をしたと認

められる場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第４

号，第６２

条） 

      

9 

火薬類の貯蔵を火

薬庫において行っ

ていない場合（法

第１１条第１項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ２

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ２

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第５９

条第２号，

第６２条） 

  

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

10 

火薬類の貯蔵が技

術上の基準に適合

していないと認め

る場合（法第１１

条第２項） 

災害を発生

させ，又は

公共の安全

を害したと

きに必要な

措置が講じ

られない場

合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 １

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 １

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第６０

条第１号，

第６２条） 

  

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で基準

適合命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

基準適合命

令（法第１

１ 条 第 ３

項） 

基準適合命

令違反で事

業停止命令

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ６

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ６

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第６０

条第１号，

第６２条） 

11 

許可を受けずに火

薬庫を設置し，移

転し，又はその構

造若しくは設備を

変更した場合（法

第１２条第１項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ３

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ３

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第５９

条第３号，

第６２条） 

  

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

12 

火薬庫の軽微な変

更の工事の届出を

せず，又は虚偽の

届出をした場合

（法第１２条第２

項） 

是正指導に

よっても届

出しない場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第４

号，第６２

条） 

      

虚偽の届出

をしたと認

められる場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第４

号，第６２

条） 

 

      

13 

火薬庫の設置の許

可を受けた者の地

位を承継した旨の

届出をせず，又は

虚偽の届出をした

場合（法第１２条

の２第２項） 

是正指導に

よっても届

出しない場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第４

号，第６２

条） 

      

虚偽の届出

をしたと認

められる場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第４

号，第６２

条） 

      

14 

製造業者又は販売

業者が自己の用に

供する火薬庫を所

有せず，又は占有

していない場合 

（法第１３条本

文） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ２

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ２

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第５９

条第２号，

第６２条） 

  

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

15 

火薬庫が技術上の

基準に適合してい

ないと認める場合

（法第１４条第１

項） 

災害を発生

させ，又は

公共の安全

を害したと

きに必要な

措置が講じ

られない場

合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 １

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 １

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第６０

条第１号，

第６２条） 

  

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で基準

適合命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

基準適合命

令（法第１

４ 条 第 ２

項） 

基準適合命

令違反で事

業停止命令

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ６

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ６

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第６０

条第１号，

第６２条） 

16 

製造施設又は火薬

庫の許可又は変更

許可を受けた者

が，完成検査を受

けずに当該施設又

は火薬庫を使用し

ている場合（法第

１５条第１項，第

２項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ４

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ４

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第５９

条第２号，

第６２条） 

  

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

17 

製造業者又は販売

業者が，その営業

の全部又は一部を

廃止し，又は火薬

庫の用途を廃止し

た届出をせず，又

は虚偽の届出をし

た場合（法第１６

条第１項，第２項） 

是正指導に

よっても届

出しない場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第４

号，第６２

条） 

      

虚偽の届出

をしたと認

められる場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第４

号，第６２

条） 

      

18 

許可を受けずに火

薬類を譲り渡し，

又は譲り受けた場

合（法第１７条第

１項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５９条第４

号，第６２

条） 

      

19 

許可に係る火薬類

の譲渡又は譲受が

公共の安全の維持

に支障を及ぼすお

それが生じたと認

める場合（法第１

７条第３項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告（引渡

し 前 に 限

る） 

警告事項不

履行で許可

の取消しに

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

許可の取消

し（法第１

７ 条 第 ３

項） 

      

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

20 

譲受人が法第１７

条第１項各号の一

に該当することの

確認又は譲受許可

証の呈示を受けず

に火薬類を製造業

者又は販売業者が

譲渡した場合（法

第１７条第５項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６０条第１

号，第６２

条） 

      

21 

事業者が火薬類の

行商又は露店その

他屋外で火薬類を

販売した場合（法

第１８条） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ２

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ２

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第５９

条第２号，

第６２条） 

  

22 

荷送人が公安委員

会に届出を行わず

に火薬類を運搬し

た場合（法第１９

条第１項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ２

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ２

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第６２

条） 

  

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

23 

法第２１条各号の

規定以外に火薬類

を所持している場

合（法第２１条） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５９条第２

号，第６２

条） 

      

24 

火薬類の残量があ

るときに，遅滞な

くその火薬類を譲

り渡し，又は廃棄

しなかった場合

（法第２２条） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６０条第１

号，第６２

条） 

      

25 

１８歳未満の者が

火薬類の取扱いを

した場合（法第２

３条第１項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６０条第１

号，第６２

条） 

      

26 

事業者が１８歳未

満の者又は心身の

障害による火薬類

の取扱いの制限を

受ける者に火薬類

の取扱いをさせた

場合（法第２３条

第２項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ２

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ２

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第５９

条第２号，

第６２条） 

  

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

27 

許可を受けずに火

薬類を爆発させ，

又は燃焼させた場

合（法第２５条第

１項本文） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５９条第５

号，第６２

条） 

      

28 

許可に係る火薬類

の爆発又は燃焼が

公共の安全の維持

に支障を及ぼすお

それが生じたと認

める場合（法第２

５条第３項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で許可

の取消しに

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

許可の取消

し（爆発又

は燃焼前に

限る。法第

２５条第３

項） 

      

29 

火薬類の爆発又は

燃焼が技術上の基

準に適合していな

いと認める場合

（法第２６条） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合（爆

発又は燃焼

中） 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６０条第１

号，第６２

条） 

      

30 

許可を受けずに火

薬類を廃棄した場

合（法第２７条第

１項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合（廃

棄中） 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ３

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ３

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第５９

条第５号の

２，第６２

条） 

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

31 

火薬類の廃棄が技

術上の基準に適合

していないと認め

る場合（法第２７

条の２） 

災害を発生

させ，又は

公共の安全

を害したと

きに必要な

措置が講じ

られない場

合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 １

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 １

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第６０

条第１号，

第６２条） 

  

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６０条第１

号，第６２

条） 

      

32 

危害予防規程の認

可を受けないで火

薬類の製造をした

場合（法第２８条

第１項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５９条第６

号，第６２

条） 

      

33 

製造施設の軽微変

更工事に伴い必要

となった危害予防

規程変更の届出を

せず，又は虚偽の

届出をした場合

（法第２８条第２

項） 

是正指導に

よっても届

出しない場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第４

号の２，第

６２条） 

      

虚偽の届出

をしたと認

められる場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第４

号の２，第

６２条） 

      



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

34 

災害の発生の防止

のため，危害予防

規程の変更が必要

であると認める場

合（法第２８条第

４項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で危害

予防規程変

更命令によ

り対処する

必要がある

と認める場

合 

危害予防規

程変更命令

（法第２８

条第４項） 

危害予防規

程変更命令

違反で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ６

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ６

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第６２

条） 

35 

保安教育計画の認

可を受けずに火薬

類の製造，販売又

は消費をした場合

（法第２９条第１

項，第５項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５９条第６

号の２，第

６２条） 

      

36 

製造業者又は販売

業者が認可を受け

た保安教育計画を

忠実に実行してい

ないと認める場合

（法第２９条第３

項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ２

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ２

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第６２

条） 

  

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

37 

製造業者，火薬庫

の所有者若しくは

占有者又は火薬類

を消費する者が，

製造保安責任者等

を選任せず，又は

製造保安責任者等

にその職務を行わ

せていないと認め

る場合（法第３０

条第１項，第２項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ２

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ２

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第５９

条第２号，

第６２条） 

  

38 

製造業者，火薬庫

の所有者若しくは

占有者又は火薬類

を消費する者が，

製造保安責任者若

しくは製造副保安

責任者又は取扱保

安責任者若しくは

取扱副保安責任者

の選解任の届出を

せず，又は虚偽の

届出をした場合

（法第３０条第３

項） 

是正指導に

よっても届

出しない場

合 

警告 警告事項不

履行で告発

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

告発（法第

６１条第４

号，第６２

条） 

      

虚偽の届出

をしたと認

められる場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第４

号，第６２

条） 

      

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

39 

製造業者，火薬庫

の所有者若しくは

占有者又は火薬類

を消費する者が，

製造保安責任者若

しくは取扱保安責

任者の代理者の選

任をせず，又は製

造保安責任者若し

くは取扱保安責任

者がその職務を行

うことができない

場合に代行させな

いとき（法第３３

条第１項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５９条第２

号，第６２

条） 

      

40 

製造業者，火薬庫

の所有者若しくは

占有者又は火薬類

を消費する者が，

製造保安責任者若

しくは取扱保安責

任者の代理者の届

出をせず，又は虚

偽の届出をした場

合（法第３３条第

２項） 

是正指導に

よっても届

出しない場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第４

号，第６２

条） 

      

虚偽の届出

をしたと認

められる場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第４

号，第６２

条） 

      



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

41 

製造保安責任者若

しくはその代理

者，製造副保安責

任者又は取扱保安

責任者若しくはそ

の代理者又は取扱

副保安責任者が,

法令の規定に違反

した場合又は保安

上その職務を遂行

させることが不適

当であると認める

場合（法第３４条

第１項，第２項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で製造

保安責任者

等解任命令

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

製造保安責

任者等解任

命令（法第

３４条第１

項，第２項） 

解任命令違

反で事業停

止命令によ

り対処する

必要がある

と認める場

合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ６

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ６

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第６２

条） 

42 

法第３５条に規定

する保安検査を拒

み，妨げ若しくは

忌避し，又は質問

に対して陳述をせ

ず，若しくは虚偽

の陳述をした場合

（法第３５条第１

項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第５

号，第６２

条） 

      

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

43 

定期に保安のため

の自主検査を行わ

ずに火薬庫等を使

用している場合

（法第３５条の２

第１項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ２

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ２

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第６２

条） 

  

44 

定期自主検査の計

画についての届出

をせず，又は虚偽

の届出をした場合

（法第３５条の２

第２項 

是正指導に

よっても届

出されない

場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第４

号，第６２

条） 

      

虚偽の届出

をしたと認

められる場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第４

号，第６２

条） 

      

45 

定期自主検査を終

了した旨の報告を

せず，又は虚偽の

報告をした場合

（法第３５条の２

第３項） 

是正指導に

よっても報

告しない場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第３

号，第６２

条） 

      

虚偽の報告

をしたと認

められる場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第３

号，第６２

条） 

      

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

46 

製造後一定期間を

経過した火薬類に

対し，安定度試験

を実施しなかった

場合（法第３６条

第１項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ５

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ５

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第５９

条第７号，

第６２条） 

  

47 

安定度試験の実施

結果の報告をせ

ず，又は虚偽の報

告をした場合（法

第３６条第１項） 

是正指導に

よっても報

告しない場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第３

号，第６２

条） 

      

虚偽の報告

をしたと認

められる場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第３

号，第６２

条） 

      

48 

災害の防止のため

必要があると認め

る場合であって，

安定度試験を実施

しないとき（法第

３６条第２項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で試験

実施命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

試験実施命

令（法第３

６ 条 第 ２

項） 

試験実施命

令違反で事

業停止命令

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ６

号） 

事業停止命

令違反で事

業停止命令

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４条第６号 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第６２

条） 

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

49 

安定度試験の結

果，技術上の基準

に適合しない火薬

類を廃棄しない場

合（法第３７条） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５９条第２

号，第６２

条） 

      

50 

火薬類を他の物と

混包し，又は偽装

し，これを所持し，

運搬し，若しくは

託送したと認める

場合（法第３８条） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ２

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ２

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第５９

条第２号，

第６２条） 

  

51 

製造所又は火薬庫

において指定され

た場所以外で喫煙

し，又は火気を取

り扱った場合（法

第４０条１項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で告発

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

告発（法第

６０条第１

号，第６２

条） 

      

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

52 

製造業者又は火薬

庫の所有者若しく

は占有者の承諾を

得ないで，発火し

易い物を携帯して

火薬類の製造所又

は火薬庫に立ち入

った場合（法第４

０条第２項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６０条第１

号，第６２

条） 

      

53 

製造業者，販売業

者，火薬庫の所有

者又は占有者及び

経済産業省令で定

める数量以上の火

薬類を消費する者

が，火薬類の製造，

販売，出納又は消

費について帳簿に

記載せず，又はそ

の帳簿を保存して

いない場合（法第

４１条第１項，第

２項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第２

号，第６２

条） 

      

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

54 

火薬類による災害

を防止し，公共の

安全の維持をはか

るため必要がある

と認める場合の報

告の徴収に対し，

報告をせず，又は

虚偽の報告をした

場合（法第４２条） 

報告の求め

に応じない

場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第３

号，第６２

条） 

      

虚偽の報告

をしたと認

められる場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第３

号，第６２

条） 

      

55 

法第４３条第１項

に定める検査若し

くは収去を拒み，

妨げ，若しくは忌

避し，関係者への

質問に対し陳述を

せず，又は虚偽の

答弁をした場合

（法第４３条第１

項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第５

号，第６２

条） 

      

虚偽の答弁

をしたと認

められる場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第５

号，第６２

条） 

      

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

56 

災害の発生の防止

又は公共の安全の

維持のため緊急の

必要があると認め

るとき（法第４５

条第１号，第２号） 

災害の発生

の防止又は

公共の安全

の維持のた

め緊急の必

要があると

認める場合 

緊急措置命

令（法第４

５ 条 第 １

号，第２号） 

緊急措置命

令違反で事

業停止命令

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

事業停止命

令（法第４４

条第６号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ６

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第５

８条第５号，

第５９条第

８号，第６２

条） 

  

57 

災害の発生の防止

又は公共の安全の

維持のため緊急の

必要があると認め

るとき（法第４５

条第３号，第４号） 

災害の発生

の防止又は

公共の安全

の維持のた

め緊急の必

要があると

認める場合 

緊急措置命

令（法第４

５ 条 第 ３

号，第４号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第５

９条第８号，

第６２条） 

      

58 

火薬類による災害

が発生した場合の

報告の徴収に対

し，報告をせず，又

は虚偽の報告をし

た場合（法第４６

条第２項） 

報告の求め

に応じない

場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第３

号，第６２

条） 

      

虚偽の報告

をしたと認

められる場

合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６１条第３

号，第６２

条） 

      

 

  



 

 違 反 項 目 
第 １ 次 措 置 第 ２ 次 措 置 第 ３ 次 措 置 第 ４ 次 措 置 第 ５ 次 措 置 

適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 適 用 要 件 措 置 内 容 

59 

火薬類による爆発

その他の災害が発

生したときに，そ

の現状を変更した

場合（法第４７条） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

６０条第１

号，第６２

条） 

      

60 

許可の条件に違反

したと認める場合

（法第４８条第１

項） 

是正指導に

よっても必

要な措置が

講じられな

い場合 

警告 警告事項不

履行で事業

停止命令に

より対処す

る必要があ

ると認める

場合 

事業停止命

令（法第４

４ 条 第 ８

号） 

事業停止命

令違反で許

可の取消し

により対処

する必要が

あると認め

る場合 

許可の取消

し（法第４

４ 条 第 ８

号） 

告発により

対処する必

要があると

認める場合 

告発（法第

５８条第５

号，第６０

条第４号，

第６２条） 

  

 


